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平成 28 年 3 月 4 日 27 地全協畜第 43 号 

(趣旨) 

第 1 条 地方競馬全国協会(以下｢協会｣という。)は、国、地方公共団体の畜産振興に関す

る方針に即して、畜産振興諸施策を円滑化し、若しくは補完し又は先駆的役割を果たす

ことを目的として、第 2 条第 3 項に掲げる団体が行う馬の改良増殖その他畜産の振興に

資するための事業を実施するのに要する経費について、毎年度予算の範囲内において

補助金を交付するものとし、補助の対象とする事業(地方競馬全国協会業務方法書第 32

条第 1 項に規定する事業をいう。以下「補助事業」という。)の選定及び実施並びに補助

の方法等に関しては、この要綱の定めるところによる。 

 

(補助事業の選定の基準) 

第 2 条 補助事業は、前条の補助の目的に即し、国、地方公共団体が行う畜産振興諸施

策との整合性に充分配慮するとともに、次に掲げる項目に重点を置いて選定するものと

し、補助事業の実施期間は、別表に掲げる事業ごとに定める期間とする。 

(1) 農業振興地域、酪農・肉用牛生産近代化計画樹立市町村、国の行う生産振興総合

対策の地域農業マスタープラン策定市町村等、国又は地方公共団体が農業又は畜産

の振興を図ることとしている地域において行われる事業であること。 

(2) 都道府県の区域内を事業地区とする団体が実施する事業にあっては、都道府県の

適切な指導を受けられるものであるとともに、都道府県等が積極的に推進する事業で

あること。 

(3) 事業の必要性が高く、補助の成果を期待しうるものであること。 

(4) 事業の実施の確認が困難でないものであること。 

2 補助事業の範囲は、別表に掲げる馬の改良増殖の推進、畜産の経営又は技術の指導、

畜産経営の合理化及び家畜・畜産物等の流通合理化に係る事業、その他畜産の振興

上特に必要と認めるものとする。 

3 補助事業を行う事業主体(以下「事業実施主体」という。)は、次に掲げる団体の中から、

協会に設置する畜産振興事業に係る審査委員会の審査を経て、協会が決定した団体と

する。 

(1) 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は特定非営利活

動法人 

(2) 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人 

(3) 農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体又は独立行政法人農畜産業

振興機構がその総株主の議決権(株主総会において議決することができる事項の全部

につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成

17 年法律第 86 号)第 879 条第 3 項の規定により議決権を有するとみなされる株式に
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係る議決権を含む。)の過半数を有する法人 

(4) 農業を主たる事業として営み、かつ、養畜の業務を営む個人が株主又は社員となっ

ている株式会社又は会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社 

ただし、株式会社にあっては、株主の総数が 50 人以下であり、かつ、公開会社(会

社法第 2 条第 5号に規定する公開会社をいう。)でないものとし、持分会社にあっては、

その法人の常時従事者たる社員(その法人の事業に必要な農作業に主として従事する

と認められるものに限る。)が、業務を執行する社員の数の過半を占めていること。 

(5) 畜産業を営む個人が直接の主たる構成員となっている団体 

ただし、当該団体の規約が次に掲げる事項のすべてに該当していること。 

ア 目的として、共同利用施設等の整備等を図ることにより畜産経営の生産性の向上

に資する旨の規定を含んでいること。 

イ 代表者及び代表権の範囲並びに代表者の選任の手続きを明らかにしていること。 

ウ 意思決定の機関及びその方法についての定めがあり、意思決定に対する構成員

の参加を不当に差別していないこと。 

エ 共同利用施設等の利用法が公平を欠くものでないこと。 

オ 収支計算書及び会計帳簿を作成している等、財務及び会計に関し必要な事項を

明らかにしていること。 

(6) 高等学校又は大学(大学共同利用機関法人を含む。) 

(7) 前各号に掲げるもののほか、協会が適当と認める団体 

4 補助の対象は、別表に掲げるものとし、次に掲げる経費については補助しない。 

(1) 現に国の行う補助の対象となっているものに要する経費 

(2) 土地、建物又は構築物の買収又は貸借に要する経費(協会が特に必要と認めたも

のに要する経費は除く。) 

(3) 建物又は構築物の増・移・改築、模様替、併設、合体又は更新に要する経費(協会

が特に必要と認めたものに要する経費は除く。) 

(4) 物品の更新又は消耗的物品、古品の購入に要する経費(協会が特に必要と認めた

ものに要する経費は除く。) 

 

(補助金の額の算出の方法) 

第 3 条 補助金の額は、各事業について別表に掲げる補助率等により算出した額以内の

額とする。 

 

(補助事業の実施) 

第 4 条 補助事業は、当該事業を実施するその年の 4 月 1 日以後に開始し、翌年の 3 月

31 日までに完了しなければならないものとする。ただし、やむを得ない事情があって第 7

条第 3 号承認を受けた場合は、この限りでない。 



4 
 

 

(補助事業の選定の申請) 

第 5 条 補助事業の選定の申請をする者は、別紙様式第 1 号による補助事業選定申請書

を協会が別に定める期日までに協会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない

事由によるものであって協会が特に認める場合にあっては、この限りでない。 

2 補助事業の選定の申請をする者は、前項の規定による補助事業選定申請書を提出する

にあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象事業費に含ま

れる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)

に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭

和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。以下同じ。) があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これ

を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額が明らかでない場合にはこの限りでない。 

 

(補助金の交付の決定) 

第6条 協会は、前条第1項の規定により補助事業の選定の申請があった事業につき適当

であると認めたときは補助事業として選定のうえ補助金の交付の決定をする。この場合に

おいて、適正な補助事業が行われるようにするため必要があるときは、補助事業の選定

の申請に係る事項につき修正を加えることがある。 

 

(補助金の交付の条件) 

第 7 条 補助金の交付の条件として付する事項は、別表に掲げる補助事業の要件及び次

に掲げる事項とする。 

この場合において、補助事業の要件に規定する事業の規模は、補助事業の実施場所

ごとのものとする。 

(1) 事業実施主体は、協会が指定した経費に係る補助金については相互に流用しない

こと。 

(2) 事業実施主体は、次のいずれかに該当する場合には、別紙様式第 2 号による変更

承認申請書をあらかじめ協会に提出して承認を受けること。 

ア 協会が指定したものの数量について、その 2 割を超えて変更しようとする場合 

イ 補助事業の実施場所を変更しようとする場合 

ウ 協会が指定したものの主要構造を変更しようとする場合 

(3) 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合には、別

紙様式第 3 号による延期承認申請書をすみやかに協会に提出して承認を受けること。 

(4) 事業実施主体は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び

遂行状況を記載した書類をすみやかに協会に提出して指示を受けること。 
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(5) 事業実施主体は、補助事業を中止し、又は廃止したときは、別紙様式第 4 号による

中止又は廃止報告書をすみやかに協会に提出すること。 

(6) 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって協会が

指定したものを廃用しようとするときは、別に定める期間を経過した場合を除き、別紙様

式第 5 号による廃用処分承認申請書をすみやかに協会に提出して承認を受けること

及び当該承認にあたって条件を付された場合には当該条件を遵守すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか補助金の交付の目的を達成するため必要と認めて付す

る事項 

 

(補助金の交付の決定の通知) 

第 8 条 協会は、第 6 条の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助事業の選定

の申請をした者に補助事業として選定した旨並びに補助金の交付の決定の内容及び前

条の規定により協会が付した条件を通知する。 

2 協会は、前条第 2 号の規定により変更の承認をしたときは、事業実施主体に対し変更し

た交付の決定の内容を通知する。 

 

(補助事業の選定の申請の取下げ) 

第 9 条 補助事業の選定の申請をした者は、前条の規定により補助金の交付の決定の通

知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付さ

れた条件に不服があるときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して 15

日以内にその理由を記載した書類を協会に提出して申請の取下げをすることができる。

この場合には、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。 

 

(事情変更による補助金の交付の決定の取消し等) 

第 10 条 協会は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により特別の

必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決

定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすで

に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

2 協会は、前項の規定により取り消し、又は変更したときは、その内容を事業実施主体に

通知する。 

 

(事業実施主体の名称変更) 

第 11 条 補助事業の選定の申請をした者(当該申請について選定されないことが決定した

者を除く。)又は事業実施主体がその名称を変更した場合にあっては、その理由を記載

した書類をすみやかに協会に提出しなければならない。 
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(補助事業の完了等の報告) 

第 12 条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、別紙様式第 6 号による完了報告

書を補助事業の完了の日から起算して 2 箇月を経過した日までに協会に提出しなけれ

ばならない。 

2 事業実施主体は、補助事業完了時における前項に基づく報告書の提出にあたっては、

別紙様式第 1 号の事業計画目標等に照らして、その事業実施状況等を評価し、その結

果を別紙様式 7 号による個別評価結果等報告書により、補助事業の完了日から起算し

て 2 箇月を経過した日までに協会に提出しなければならない。 

3 第 5 条第 2 項ただし書の規定により補助事業の選定の申請をした事業実施主体は、第

1 項の規定による完了報告書の提出にあたって当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。 

4 第 5 条第 2 項ただし書の規定により補助事業の選定の申請をした事業実施主体は、第

1 項の規定による完了報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告に

より当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前

項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別紙様

式第 8 号による仕入れに係る消費税等相当額報告書によりすみやかに協会に報告する

とともに、協会からの指示に基づきこれを返還しなければならない。また、当該補助金に

係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合にあっても、そ

の状況等について、次条の確定の通知のあった日の翌年 6 月 30 日までに様式第 8 号

により協会に報告しなければならない。 

 

(補助金の額の確定とその通知) 

第 13 条 協会は、前条第 1 項の規定による完了報告書の提出を受けた場合には、当該報

告書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付の決定をしたときの補助金の額(第 8

条第 2 項の規定による交付の決定の変更又は第 10 条第 2 項の規定による取消し若しく

は変更をしたものについてはその額)の範囲内で交付すべき補助金の額を確定し事業実

施主体に通知する。 

 

(補助金の交付の方法) 

第14条 補助金の交付は、精算払の方法による。ただし、協会が特に必要と認めた補助事

業については、概算払をすることがある。 

 

(補助金の交付の決定の取消し) 

第 15 条 協会は、事業実施主体が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の決

定の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱の規定に違反した場合には、補助金
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の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

2 協会は、協会の交付する補助金の全部又は一部を財源として当該補助金の交付の目

的に従って交付される補助金(以下「間接補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下

「間接補助事業」という。)を行う者(以下「間接補助事業者」という。)が、間接補助金を他

の用途に使用し、又は間接補助事業に係る補助金の交付の決定の内容若しくはこれに

付した条件その他この要綱の規定に違反した場合には、事業実施主体に対し当該間接

補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

3 前 2 項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後におい

ても適用する。 

4 協会は、補助金の交付の決定の取消しをしたときは、事業実施主体に通知する。 

 

(補助金の返還) 

第 16 条 事業実施主体は、第 10 条又は前条の規定による取消しを受けた場合において、

すでに補助金が交付されているときは、協会が送付する通知書に基づいて、その定める

納期日までに、補助金を返還しなければならない。 

2 事業実施主体は、第 7 条第 6 号及び第 18 条第 2 項の規定による承認を受けようとする

場合、協会が別に付した条件において返還すべき補助金のあるときは、その定める納期

日までに補助金を返還しなければならない。 

3 事業実施主体は、第 13 条の規定により補助金の額が確定された場合において、すでに

その額を超える補助金が交付されているときは、協会が送付する通知書に基づいて、そ

の定める納期日までに、その超える部分の補助金を返還しなければならない。 

 

(加算金及び延滞金の納付) 

第 17 条 事業実施主体は、第 15 条の規定により補助金の交付の決定の取消しを受けたと

きは、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一

部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年

10.95 パーセントの割合で計算した加算金を協会に納付しなければならない。 

2 事業実施主体は、第 12 条第 4 項又は前条の規定により協会に補助金を返還しなけれ

ばならない場合において、当該補助金の納期日までに納付しなかったときは、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95 パーセントの割合で

計算した延滞金を協会に納付しなければならない。 

3 前 2 項の場合において、協会がやむを得ない事情があると認めたときは、加算金若しく

は延滞金の全部又は一部を免除することがある。 

 

(財産処分の制限) 

第 18 条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって協
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会が指定するものを、協会の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、協会が別に定める

期間を経過した場合は、この限りでない。 

2 前項の規定により協会の承認を受けようとするときは、別紙様式第 9 号による財産処分

承認申請書をあらかじめ協会に提出して承認を受けなければならない。 

3 前項の承認にあっては、補助金の交付の目的を達成するため必要と認める条件を付す

ることがある。 

 

(報告の徴収) 

第 19 条 協会は、事業実施主体又は間接補助事業者に対し、補助事業又は間接補助事

業の遂行状況、補助事業又は間接補助事業の経理等に関する報告を求めることがあ

る。 

2 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって協会が前

条第 1 項の規定により指定したものの全部又は一部が、天災地変その他やむを得ない

事由により滅失した場合には別紙様式第 10 号による滅失報告書、移転又は移築した場

合にはその旨を記載した書類をすみやかに協会に提出しなければならない。ただし、協

会が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

3 事業実施主体は、補助事業により取得した財産であって協会が指定したものについて、

当該補助事業年度(当該補助事業について第 6 条の規定による交付の決定のあった日

の属する年度をいう。以下同じ。) の次年度以降 3年間毎年度その利用状況につき翌年

の 8 月 31 日までに協会に報告しなければならない。 

 

(補助事業及び間接補助事業の監査) 

第 20 条 協会は、補助事業及び間接補助事業の適正を期するため必要があるときは、監

査を行う。この場合には、事業実施主体及び間接補助事業者はこれを拒んではならな

い。 

2 協会が特に指定した事業については、公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第 1 条

の 3 第 3 項に規定する監査法人による監査を実施することがある。 

 

(申請書及び通知書等の経由) 

第21条 都道府県の区域内を事業地区とする団体に係る補助事業について、補助事業の

選定の申請をする者又は事業実施主体から協会に提出する書類及び協会から補助事

業の申請をした者又は事業実施主体に送付する書類は、その団体の主たる事業所の所

在地を管轄する都道府県知事を経由するものとする。 

 

(帳簿等の保管) 
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第 22 条 事業実施主体又は間接補助事業者は、補助事業又は間接補助事業に係る書類

並びに収入、支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、第 13 条の規定による確定通知

を受理した日の属する年度の次年度から起算して 5 年間(第 18 条第 1 項ただし書の規

定により協会が処分制限期間を定めた財産にあってはその期間(その期間が 5 年を下回

るときは 5 年間))整理保管しなければならない。 

 

(雑則) 

第 23 条 補助事業について、補助事業の選定の申請をする者又は事業実施主体がこの

要綱の規定により協会に提出する書類は、1 部とする。 

2 協会は、補助事業の選定の申請をする者又は事業実施主体にこの要綱に規定する提

出書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。 

3 補助事業の選定及び実施並びに補助の方法に関しては、この要綱に定めるほか、必要

な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、昭和 54 年 4 月 1 日から実施する。 

 

附 則 

この要綱は、昭和 56 年 4 月 1 日から実施する。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 57 年 4 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 57 年度に選定した補助事業から適

用し、昭和 56 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 58 年 4 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 58 年度に選定した補助事業から適

用し、昭和 57 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 59 年 4 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 59 年度に選定した補助事業から適

用し、昭和 58 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 
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附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 60 年 4 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 60 年度に選定した補助事業から適

用し、昭和 59 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 61 年 4 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 61 年度に選定した補助事業から適

用し、昭和 60 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 62 年 4 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 62 年度に選定した補助事業から適

用し、昭和 62 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 63 年 4 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 63 年度に選定した補助事業から適

用し、昭和 62 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、昭和 63 年 10 月 25 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、昭和 64 年度以降の補助事業から適用し、

昭和 63 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成元年 10 月 27 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 2 年度以降の補助事業から適用し、

平成元年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 2 年 10 月 24 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 3 年度以降の補助事業から適用し､

平成 2 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 
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1 この要綱の一部変更は、平成 3 年 11 月 1 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 4 年度以降の補助事業から適用し、

平成 3 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 4 年 10 月 15 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 5 年度以降の補助事業から適用し、

平成 4 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 5 年 10 月 14 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 6 年度以降の補助事業から適用し、

平成 5 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 6 年 10 月 19 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 7 年度以降の補助事業から適用し、

平成 6 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 7 年 11 月 2 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 8 年度以降の補助事業から適用し、

平成 7 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 8 年 11 月 5 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 9 年度以降の補助事業から適用し、

平成 8 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 9 年 10 月 31 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 10 年度以降の補助事業から適用し、

平成 9 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 10 年 11 月 4 日から実施する。 
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2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 11 年度以降の補助事業から適用し、

平成 10 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 11 年 10 月 19 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 12 年度以降の補助事業から適用し、

平成 11 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 12 年 10 月 30 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 13 年度以降の補助事業から適用し、

平成 12 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 13 年 11 月 5 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 14 年度以降の補助事業から適用し、

平成 13 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 14 年 10 月 18 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 15 年度以降の補助事業から適用し、

平成 14 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 16 年 2 月 26 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 16 年度以降の補助事業から適用し、

平成 15 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 16 年 12 月 15 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 17 年度以降の補助事業から適用し、

平成 16 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 18 年 1 月 10 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 18 年度以降の補助事業から適用し、
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平成 17 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 19 年 3 月 23 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 19 年度以降の補助事業から適用し、

平成 18 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 20 年 3 月 21 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 20 年度以降の補助事業から適用し、

平成 19 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 21 年 3 月 30 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 21 年度以降の補助事業から適用し、

平成 20 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 22 年 1 月 7 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 22 年度以降の補助事業から適用し、

平成 21 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 22 年 4 月 2 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 22 年度以降の補助事業から適用し、

平成 21 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 23 年 2 月 25 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 23 年度以降の補助事業から適用し、

平成 22 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 24 年 3 月 2 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 24 年度以降の補助事業から適用し、

平成 23 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 
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附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 25 年 2 月 27 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 25 年度以降の補助事業から適用し、

平成 24 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 26 年 3 月 19 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 26 年度以降の補助事業から適用し、

平成 25 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 

 

附 則 

1 この要綱の一部変更は、平成 28 年 3 月 4 日から実施する。 

2 この要綱の一部変更による変更後の規定は、平成 28 年度以降の補助事業から適用し、

平成 27 年度以前に選定した補助事業については、なお従前の例による。 
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畜産振興事業補助実施要綱別表 

 

補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

 
Ⅰ 馬の
改良増
殖推進
事業 

 

 
(1) 登録推進 

家畜改良増殖法に基づく登録業務であること。 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

登録推進費 定額 平成 28 年度
から 5 年間以
内 

 
(2) 種雄馬の導入(農用馬) 

ア 導入する種雄馬は、公益社団法人日本馬事協会の種馬登録規程
(以下「種馬登録規程」という。)に基づく輓系馬であること。 

イ 導入する種雄馬は、別に定める登録を受けていること。 
ウ 導入する種雄馬のその他の要件は別に定める。 

 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

種雄馬導入費 定額 平成 28 年度
から 5 年間以
内 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

 
(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 
 
① 奨励金交付事業 

ア 都道府県の馬産振興計画に基づき実施されるものであり、確か
な飼養管理等の技術指導者がいること。 

イ 次のいずれかの事業を実施していること。 
(ア) 純粋種の農用種雌馬を導入又は自家保留した飼養者に対

し、純粋種種雌馬繁殖奨励金を交付する事業 
(イ) 農用種雌馬(純粋種を除く。)を導入又は自家保留した飼養

者(新たに飼養を開始する者を含む。)に対し、農用種雌馬繁
殖奨励金を交付する事業 

（ウ） 地方競馬で行われるばんえい競馬において出走歴を持つ
種雌馬を導入又は自家保留した飼養者に対し、ばんえい競馬
出走馬繁殖奨励金を交付する事業 

ウ 奨励金の対象となる農用種雌馬（①のイの(ウ)を含む）は、次の
要件を満たすものであること。 
(ア) 種馬登録規程に基づく血統登録を受けた輓系馬であること。 
(イ) 同規程に基づく繁殖登録について、導入にあっては既に登

録を受けたもの又は当該年度から起算して 3 箇年以内に受け
るもの、自家保留にあっては当該年度に登録を受けたもので
あること。 

(ウ) 年齢について、導入にあっては購買時 3 歳以下、自家保留
にあっては繁殖登録時 1 歳以上 3 歳以下であること。ただし、
ばんえい競馬の出走馬にあっては、8 歳以下であること。 

(エ) 当該年から起算して 3 年間、繁殖の用に供されること。 
エ 奨励金の交付対象となる農用種雌馬のその他の要件は別に定

める。 

 
 
 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
純粋種種雌馬 
繁殖奨励費 
 
農用種雌馬 
繁殖奨励費 
 
ばんえい競馬出
走馬繁殖奨励費
 
推進事務費 

 
 
定額 
 
 
定額 
 
 
定額 
 
 
定額 

 
 
平成 28 年度
から 5 年間以
内 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

 
② 導入貸付事業 

ア 都道府県の馬産振興計画に基づき実施されるものであり、確か
な飼養管理等の技術指導者がいること。 

イ 次のいずれかの事業を実施していること。 
(ア) 純粋種の農用種雌馬を導入し、飼養者に 3 年以上の貸付契

約により貸し付ける事業 
(イ) 農用種雌馬(純粋種を除く。)を導入し、飼養者に 3 年以上の

貸付契約により貸し付ける事業 
（ウ） 地方競馬で行われるばんえい競馬において出走歴を持つ

種雌馬を導入し、飼養者に 3 年以上の貸付契約により貸し付
ける事業 

 
ウ 導入費の対象となる農用種雌馬（②のイの(ウ)を含む）は、次の

要件を満たすものであること。 
(ア) 種馬登録規程に基づく血統登録を受けた輓系馬であること。 
(イ) 同規程に基づく繁殖登録について、既に登録を受けたもの

又は貸付契約期間内に受けるものであること。 
(ウ) 年齢について、購買時3歳以下であること。ただし、ばんえい

競馬の出走馬にあっては、8 歳以下であること。 
(エ) 当該年から起算して 3 年間、繁殖の用に供されること。 

エ 導入費の対象となる農用種雌馬のその他の要件は別に定める。 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

純粋種種雌馬 
導入費 
 
農用種雌馬 
導入費 
 
ばんえい競馬出
走馬導入費 
 
推進事務費 

定額 
 
 
定額 
 
 
定額 
 
 
定額 

平成 28 年度
から 5 年間以
内 

(4) 農用馬の繁殖奨励 
 
① 優良種雄馬繁殖奨励 

種雄馬の維持活用を図るため、次の事業を実施していること。 
 
種雄馬の維持活用を図るため、別に定める要件を満たす種雄馬

 
 
 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 

 
 
〔種付奨励〕 
種付奨励費 
 

 
 
 
定額 
 

 
 
平成 28 年度
から 5 年間以
内 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

を自ら管理するか、又は飼養する者に対し、種付奨励金を交付する
事業 

 

 推進事務費
 

定額
  

 
 
② 子馬生産奨励 

農用馬の生産を促進するために、次の事業を実施していること。 
 
農用馬の生産を促進するため、別に定める要件を満たす農用馬

を生産した者に対し、生産奨励金を交付する事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

〔生産奨励〕 
生産奨励費 
 
推進事務費 
 

 
定額 
 
定額 
 

平成 28 年度
から 5 年間以
内 

 
③ 改良促進奨励 

農用馬のけん引能力の改良促進又は優良種雌馬の資源確保を
図るために、次のいずれかの事業を実施していること。 

 
〔優良種雄馬改良促進奨励〕 

農用馬のけん引能力の改良を図るため、別に定める要件を満
たす種雄馬を飼養していた者に対し、奨励金を交付する事業 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

 
 
 
 
〔優良種雄馬 
改良促進奨励〕 
優良種雄馬 

 
 
 
 
 
 
定額 

平成 28 年度
から 5 年間以
内 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

 
 
 
 
 

〔優良種雌馬改良促進奨励〕 
農用馬のけん引能力の改良を図るため、別に定める要件を満

たす種雌馬を飼養していた者に対し、奨励金を交付する事業 
 
 
 
 

 
〔優良種雌馬保留奨励〕 

優良種雌馬の資源確保を図るため、別に定める要件を満たす
種雌馬を飼養していた者に対し、奨励金を交付する事業 

 

改良促進奨励費
 
推進事務費 
 
 
〔優良種雌馬 
改良促進奨励〕 
優良種雌馬 
改良促進奨励費
 
推進事務費 
 
 
〔優良種雌馬 
保留奨励〕 
優良種雌馬 
保留奨励費 
 
推進事務費 
 

 
定額 
 
 
 
 
定額 
 
 
定額 
 
 
 
 
定額 
 
 
定額 
 

 
④ 生産技術指導 

ア 都道府県の馬産振興計画に基づき農用馬の生産振興のための
生産技術指導に係る奨励金(以下「指導奨励金」という。) を交付
していること。 

イ 別に定める要件を内容とする指導奨励金交付規程を定めている
こと。 

 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

指導奨励費 
 
推進事務費 

定額 
 
定額 

平成 28 年度
から 5 年間以
内 



21 
 

補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

 
(5) その他 

馬の改良増殖に資するため必要であると認められるもの。 
 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の内容
により別に定
める。 

 
Ⅱ 畜産
経営技
術指導
事業 

 
(1) 地域畜産支援指導等体制強化 

都道府県の支援を受けて、自らの体制強化と別に定める要件を満
たす次のいずれかの事業を実施していること。 

 
ア 畜産経営の支援体制の強化を図る事業 
 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 
 

 
 
 
 
畜産経営支援体
制強化推進費 
 

 
 
 
 
定額 
 
 

平成 28 年度
から 3 年間以
内 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

イ 地域畜産の活性化、安全かつ安定的な食の提供に資するための
事業 

 
 
ウ 馬事普及啓発の推進体制の強化を図る事業 
 

 
 

地域畜産活性
化・食の安定供
給対策推進費 
 
馬事普及啓発推
進費 
 

定額
 
 
 
定額 
 
 

  
上記アからウまでの事業に準ずる業務及び都道府県において上記事

業の事業実施主体の業務を円滑かつ適正に実施するための指導を実
施していること。 
 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

畜産経営支援体
制強化推進費 
 
地域畜産活性
化・食の安定供
給対策推進費 
 
馬事普及啓発推
進費 
 

定額 
 
 
定額 
 
 
 
定額 
 
 

平成 28 年度
から 3 年間以
内 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

  
(2) その他 

研修、講習等畜産経営技術指導に資するため特に必要であると認
められるもの。 

 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事業の内容
により別に定
める。 
 

 
Ⅲ 畜産
経営合
理化事
業 

1 酪農生
産対策 

 

 
酪農生産対策に資するため特に必要であると認められるもの。 

 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事業の内容
により別に定
める。 
 

 
2 肉用牛
生産対
策 

 
 
 

 
肉用牛生産対策に資するため特に必要であると認められるもの。 
 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事業の内容
により別に定
める。 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

 
3 中小家
畜の生
産対策 

 
中小家畜の生産対策に資するため特に必要であると認められるもの。 

 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事業の内容
により別に定
める。 

 
4 草地・
飼料の
有効利
用推進 

 
草地・飼料の有効利用に資するため特に必要であると認められるも

の。 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事業の内容
により別に定
める。 

 
5 家畜の
飼養環
境改善 

 
家畜の飼養環境改善に資するため特に必要であると認められるもの。 

 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事業の内容
により別に定
める。 

 
6 家畜衛
生推進 

 
家畜衛生推進に資するため特に必要であると認められるもの。 

 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の

事 業 の 内 容
により別に定
める。 
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補助 
事業名 補助事業の要件 事業実施 

主体 補助の対象 補助率等 補助事業の 
実施期間 

 補助率等を勘
案して別に定
める。 
 
 
 

 
Ⅳ 家畜
畜産物
等流通
合理化
事業 

 
家畜畜産物等流通合理化に資するため特に必要であると認められる

もの。 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事 業 の 内 容
により別に定
める。 

 
Ⅴ その
他畜産
振興事
業 

 
畜産に関する知識の普及その他畜産の振興に資するため特に必要

であると認められるもの。 
 
 

 
第 2 条第 3
項各号に掲
げる団体 
 

別に定める経費 
 
 

予算の範囲内
において類似
の補助事業の
補助率等を勘
案して別に定
める。 
 

事 業 の 内 容
により別に定
める。 
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別 紙 様 式 
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事業別選定申請書 A-1 
 
 

 
 
 
 
 
様式第 1 号 

○○年度畜産振興補助事業選定申請書 
 

○○年○○月○○日 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
○○年度において下記のとおり事業を実施したいので、畜産振興事業補助実施要綱

第 5 条第 1 項の規定により補助事業の選定の申請をいたします。また、選定のうえはこ

の補助事業に係る補助金○,○○○千円の交付方よろしくお願いいたします。 
なお、補助金の交付の決定のうえは、同要綱の各規定及び特に付された条件等に

したがって補助事業を実施することを誓約いたします。 
 

記 
 
1 事業実施主体の内容 

(1) 設立年月日     ○○年○○月○○日 
(2) 組合又は会の区域 
(3) 組合員又は会員数   (○○年○○月○○日現在) 

 
2 補助事業名    
 
3 補助事業を必要とする理由 
 
4 補助事業に要する経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に

要する経費 

補  助  金 自己 

資金 
借入金

寄付 

その他 

借入金の

担保状況
備考 

協 会 (都道府県)  

 円 

 

千円 円 円 円 円 円 

  
 

    

計 
 

 

    

 
5 補助事業の完了期日   ○○年○○月○○日 
 
6 補助事業の実施場所  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(1) 登録推進 
(2) 種雄馬の導入 
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事業別選定申請書 A-2-1  
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 
   登録業務及び登録に関連する業務について具体的な計画を記載すること。 
 
8 補助事業の内容及び所要経費 

(1) 技術料 
単 価(円) 人・日 金  額(円) 

  
 
 

 
(2) その他の経費 
① 旅 費 

名   称 員 数 単  価 金  額 備  考 

  円  円 (主な出張先地名) 

   
 

  

計 
   

 
 

 
② 事務費等 

名   称 員 数 単  価 金  額 備  考 

  
円  円 

 

(主な品目) 

 

  
 
 

  

  
 
 

  

計  
 
 

  

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(1) 登録推進



29 
 

事業別選定申請書 A-2-2 
 

 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 
   導入する馬の繁殖供用計画を記載すること。 
 
8 補助事業の内容及び所要経費 

(1) 購 入 費 
品 種 馬齢 頭数 単価 金額 購入予定月日 購入予定地 備考

 円 円   

  
 

  

  
 

  

計  
 

  

 
(2) 輸送費、購買旅費等 

名   称 員 数 単  価 金  額 備  考 

  円  円 (主な出張先地名) 

   
 

  

   
 

  

計 
  

 
  

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲) 
  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(2) 種雄馬の導入 
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事業別選定申請書 B-1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
様式第 1 号 

○○年度畜産振興補助事業選定申請書 
 

  年  月  日 
地方競馬全国協会理事長  ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
○○年度において下記のとおり事業を実施したいので、畜産振興事業補助実施要綱

第 5 条第 1 項の規定により補助事業の選定の申請をいたします。また、選定のうえはこ

の補助事業に係る補助金   千円の交付方よろしくお願いいたします。 
なお、補助金の交付の決定のうえは、同要綱の各規定及び特に付された条件等に

したがって補助事業を実施することを誓約いたします。 
 

記 
 
1 事業実施主体の内容 

(1) 設立年月日        年  月  日 
(2) 組合又は会の区域 
(3) 組合員又は会員数   (   年 月 日現在) 

 
2 補助事業名   
 
 
3 補助事業を必要とする理由 

(1) 管内における補助事業に関する家畜、畜産物の生産状況と今後の計画 
(全国の区域に亘って行う事業を除く。) 

 
 
 
 
 
 
 
 
(注) 年度欄には当該補助事業年度の 2 年前の実績から順次記載し、当該補助事業年度を含めて 4 箇年の計画

を記載すること。 

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 

① 奨励金交付事業 
② 導入貸付事業 

(4) 農用馬の繁殖奨励 
① 優良種雄馬繁殖奨励 
② 子馬生産奨励 
③ 改良促進奨励 

戸数

飼
養
頭
数

生産量戸数

飼
養
頭
数

生産量戸数

飼
養
頭
数

生産量戸数

飼
養
頭
数

生産量戸数

飼
養
頭
数

生産量戸数

飼
養
頭
数

生産量
畜 種 品 種

用
途
区
分

受
益
区
分

○○年度 ○○年度

備考

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度
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(2) 補助を必要とする理由 
 
 

4 補助事業に要する経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に 

要する経費 

補  助  金 自己 

資金 
借入金

寄付 

その他 

借入金の

担保状況 
備考 

協 会 (都道府県)  

 円 

 

千円 円 円 円 円 円  

      

計 
     

 
5 補助事業の実施場所 

区 
分 

補助事業の 
実施場所 

市街化区域 
内外の別 

土地・施設 
確保の状況 

受益区域 
受益 

組合員数 
A      

B      

C      

D      
 
6 補助事業の完了期日     年 月 日 
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事業別選定申請書 B-2-1 
 

 
 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 
  管内の飼養状況及び計画 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 1 対象となる市町村ごとに雌畜の頭数を記載すること。 
2 「○○年度の飼養計画」欄には、当該補助事業年度から起算して 3 年目の飼養計画を記載すること。 
3 「生産計画」欄には、当該補助事業年度を含めて 3 箇年の計画を記載すること。 
4 「過去における補助状況」欄には、過去 3 年間の補助実績を記載すること。 
5 「異動の理由及び年月日」欄には、現存しない補助対象馬について、異動の理由及び年月日を 1 頭ごとに記載

すること。 

8 補助事業の内容及び所要経費 
繁殖奨励費 区 分 頭 数 奨励金単価 金 額 備考 

純粋種種雌馬 
繁殖奨励費 

導 入 頭 円 円 

自家保留 頭 円 円 

小 計(a) 頭 － 円 

農用種雌馬 
繁殖奨励費 

導 入 頭 円 円 

自家保留 頭 円 円 

小 計(b) 頭 － 円 

ばんえい競馬 
出走馬繁殖奨励費 

導 入 頭 円 円 

自家保留 頭 円 円 

小 計(c) 頭 － 円 

計 
導 入 頭 円 円 

自家保留 頭 円 円 

計(a＋b+c) 頭 － 円 

推進事務費(内訳) 員 数 単 価 金 額 備考 
① 会場借上料 円 円 

② 会議費 円 円 

③ 資料作成費 円 円 

④ 旅費 円 円 

⑤ アルバイト賃金 円 円 

⑥ 消耗品費 円 円 

⑦ 通信運搬費 円 円 

⑧ その他 円 円 

推進事務費小計(d) － － 円 

合計(a＋b＋c+d) － － 円 

戸数
繁殖

供用中
その他 計 戸数

繁殖
供用中

その他 計
○○
年度

○○
年度

○○
年度

戸 頭 頭 頭 戸 頭 頭 頭 頭 頭 頭

計

頭

頭

頭

頭

頭

頭

市町
村名

現在の飼養状況（　月　日現在） ○○年度の飼養計画

過去における
補助対象馬の

状況

年　度

○○年度

○○年度

○○年度

生産計画

異動の理由及び年月日補助対象馬頭数
頭

現存頭数
頭

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 

① 奨励金交付事業
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(注) 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外

として扱う。 

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  
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事業別選定申請書 B-2-2 
 

 
 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 
  管内の飼養状況及び計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(注) 1 対象となる市町村ごとに雌畜の頭数を記載すること。 

2 「○○年度の飼養計画」欄には、当該補助事業年度から起算して 3 年目の飼養計画を記載すること。 
3 「生産計画」欄には、当該補助事業年度を含めて 3 箇年の計画を記載すること。 
4 「過去における補助状況」欄には、過去 3 年間の補助実績を記載すること。 
5 「異動の理由及び年月日」欄には、現存しない補助対象馬について、異動の理由及び年月日を 1 頭ごとに記載

すること。 

8 補助事業の内容及び所要経費 

品種 頭数 購入費
市場 

手数料 
輸送費 

輸送 
保険料 

計 備考

純粋種 頭 円 円 円 円 円   

小計(a) 頭 円 円 円 円 円   
純粋種以外 頭 円 円 円 円 円   

小計(b) 頭 円 円 円 円 円   
ばんえい競馬

出走馬 
頭 円 円 円 円 円

  

小計(c) 頭 円 円 円 円 円   
計(a＋b+c) 頭 円 円 円 円 円   

推進事務費(内訳) 員数 単価 金額 備考 
① 会場借上料 円 円  

 ② 会議費 円 円  
 ③ 資料作成費 円 円  
 ④ 旅費 円 円  
 ⑤ アルバイト賃金 円 円  
 ⑥ 消耗品費 円 円  
 ⑦ 通信運搬費 円 円  
 ⑧ その他 円 円  

推進事務費小計(d) －  － 円  
合計(a＋b＋c+d) － － 円  

(注) 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外とし

て扱う。 

戸数
繁殖

供用中
その他 計 戸数

繁殖
供用中

その他 計
○○
年度

○○
年度

○○
年度

戸 頭 頭 頭 戸 頭 頭 頭 頭 頭 頭

計

頭

頭

頭

頭

頭

頭

市町村名
現在の飼養状況（　月　日現在） ○○年度の飼養計画

過去における
補助対象馬の

状況

年　度

○○年度

○○年度

○○年度

生産計画

異動の理由及び年月日補助対象馬頭数
頭

現存頭数
頭

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 

② 導入貸付事業
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9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  
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事業別選定申請書 B-2-3 
 

 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 

 区分 

種雄馬頭数 種付頭数 
当該年 前年 当該年(見込み) 前年(実績) 

純粋種
純粋種 
以外 

純粋種
純粋種

以外 
純粋種

純粋種 
以外 

純粋種 
純粋種

以外 
管内 
全体 

頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭

補助の 
対象 

頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭

(注)1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外として扱

う。 
2 種付頭数の「純粋種」欄は、〔純粋種♂×純粋種♀〕の場合の種付頭数を記載すること。 
3 種雄馬頭数及び種付頭数欄には、1 月から 12 月までの頭数を記載すること。 

 
8 補助事業の内容及び所要経費 

区 
分 

種雄馬の品種 頭数 単価 金額 備考 

種
付
奨
励
費 

純粋種 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(a) 頭 － 円  

純粋種以外 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(b) 頭 － 円  
計(a＋b) 頭 － 円  

推進事務費(内訳)〔対象馬頭数 頭〕 員数 単価 金額 備考 
① 会場借上料 円 円  

 ② 会議費 円 円  
 ③ 資料作成費 円 円  
 ④ 旅費 円 円  
 ⑤ アルバイト賃金 円 円  
 ⑥ 消耗品費 円 円  
 ⑦ 通信運搬費 円 円  
 ⑧ その他 円 円  

推進事務費小計(c) － － 円  
合計(a＋b＋c) － － 円  

(注)1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外として扱

う。 
2 種雄馬の品種欄については、品種ごとに記載すること。 
3 推進事務費は、対象馬頭数により算出すること。 

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(4) 農用馬の繁殖奨励 

① 優良種雄馬繁殖奨励 
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事業別選定申請書 B-2-4 
 
 

 
 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 

種雌馬頭数 
生産頭数 

備 考 前年(実績) 当該年(見込み) 
純粋種 純粋種以外 純粋種 純粋種以外 純粋種 純粋種以外 

頭 

 

頭 頭 頭 頭 頭 
 

(注)1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外として

扱う。 
2 生産頭数の「純粋種」欄は、〔純粋種♂×純粋種♀〕の場合の生産頭数を記載すること。 
3 種雌馬頭数欄は、申請時管内において種付可能な頭数を記載すること。 

 
8 補助事業の内容及び所要経費 

区分 子馬の品種 頭数 単価 金額 備考 

生
産
奨
励
費 

純粋種 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(a) 頭 － 円  

純粋種以外 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(b) 頭 － 円  
計(a＋b) 頭 － 円  

推進事務費(内訳)〔対象馬頭数 頭〕 員数 単価 金額 備考 
① 会場借上料 円 円  

 ② 会議費 円 円  
 ③ 資料作成費 円 円  
 ④ 旅費 円 円  
 ⑤ アルバイト賃金 円 円  
 ⑥ 消耗品費 円 円  
 ⑦ 通信運搬費 円 円  
 ⑧ その他 円 円  

推進事務費小計(c) － － 円  
合計(a＋b＋c) － － 円  

(注) 1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外と

して扱う。 
2 子馬の品種欄については、品種ごとに記載すること。 
3 推進事務費は、対象馬頭数により算出すること。 

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(4) 農用馬の繁殖奨励 

② 子馬生産奨励 
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事業別選定申請書 B-2-5 
 
 

 
 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 

区分 

種雄馬頭数 種付頭数 
当該年 前年 当該年(見込み) 前年(実績) 

純粋種 
純粋種 
以外 

純粋種
純粋種

以外 
純粋種

純粋種 
以外 

純粋種 
純粋種

以外 
管内 
全体 

頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭

(注)1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外として

扱う。 
2 種付頭数の「純粋種」欄は、〔純粋種♂×純粋種♀〕の場合の種付頭数を記載すること。 
3 種雄馬頭数及び種付頭数欄には、1 月から 12 月までの頭数を記載すること。 

 
8 補助事業の内容及び所要経費 

区分 種雄馬の品種 頭数 単価 金額 備考 

優
良
種
雄
馬
改
良
促

進
奨
励
費 

純粋種 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(a) 頭 － 円  

純粋種以外 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(b) 頭 － 円  
計(a＋b) 頭 － 円  

推進事務費(内訳) 
〔合格馬頭数 頭〕 

員数 単価 金額 備考 

① 会場借上料 円 円  
 ② 会議費 円 円  
 ③ 資料作成費 円 円  
 ④ 旅費 円 円  
 ⑤ アルバイト賃金 円 円  
 ⑥ 消耗品費 円 円  
 ⑦ 通信運搬費 円 円  
 ⑧ その他 円 円  

推進事務費小計(c) － － 円  
合計(a＋b＋c) － － 円  

(注) 1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外と

して扱う。 
2 種雄馬の品種欄については、品種ごとに記載すること。 
3 推進事務費は、合格馬頭数により算出すること。 

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(4) 農用馬の繁殖奨励 

③ 改良促進奨励 優良種雄馬改良促進 
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事業別選定申請書 B-2-6 
 
 

 
 
 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 

種雌馬頭数 
生産頭数 

備 考 前年(実績) 当該年(見込み) 

純粋種 純粋種以外 純粋種 純粋種以外 純粋種 
純粋種以

外 
頭 頭 頭 頭 頭 頭  

(注) 1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外とし

て扱う。 
2 生産頭数の「純粋種」欄は、〔純粋種♂×純粋種♀〕の場合の生産頭数を記載すること。 
3 種雌馬頭数欄は、申請時管内において種付可能な頭数を記載すること。 

 
8 補助事業の内容及び所要経費 

区分 種雌馬の品種 頭数 単価 金額 備 考 

優
良
種
雌
馬
改
良
促

進
奨
励
費 

純粋種 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(a) 頭 － 円  

純粋種以外 
 頭 円 円  
 頭 円 円  

小計(b) 頭 － 円  
計(a＋b) 頭 － 円  

推進事務費(内訳)〔合格馬頭数 

頭〕 
員数 単価 金額 備 考 

① 会場借上料 円 円  
 ② 会議費 円 円  
 ③ 資料作成費 円 円  
 ④ 旅費 円 円  
 ⑤ アルバイト賃金 円 円  
 ⑥ 消耗品費 円 円  
 ⑦ 通信運搬費 円 円  
 ⑧ その他 円 円  

推進事務費小計(c) － － 円  
合計(a＋b＋c) － － 円  

(注)1 純粋種とはペルシュロン種、ブルトン種及びベルジアン種をいい、各系種及び日本輓系種は純粋種以外として

扱う。 
2 種雌馬の品種欄については、品種ごとに記載すること。 
3 推進事務費は、合格馬頭数により算出すること。 

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(4) 農用馬の繁殖奨励 

③ 改良促進奨励 優良種雌馬改良促進 
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事業別選定申請書 B-2-7 
 
 

 
 
 
 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 

奨励金対象馬 
産駒の 

競走馬名

飼養者の氏名 
〔飼養者の住所〕 

奨励金額

(円)
備考

№ 品種 名号 競走馬名 
競走登録

番号 
         
         
         
         
         
         

 
8 補助事業の内容及び所要経費 

区分 頭数 単価 金額 備考 
優良種雌馬保留奨励費(a) 頭 円 円  

推進事務費(内訳) 員数 単価 金額 備考 
① 会場借上料 円 円  

 ② 会議費 円 円  
 ③ 資料作成費 円 円  
 ④ 旅費 円 円  
 ⑤ アルバイト賃金 円 円  
 ⑥ 消耗品費 円 円  
 ⑦ 通信運搬費 円 円  
 ⑧ その他 円 円  

推進事務費小計(b) － － 円  
合計(a＋b) － － 円  

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲) 
  

Ⅰ 馬の改良増殖推進事業
(4) 農用馬の繁殖奨励 

③ 改良促進奨励 優良種雌馬保留奨励 
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事業別選定申請書 C-1 
 

 
 
 
 
様式第 1 号 

○○年度畜産振興補助事業選定申請書 
 

  年  月  日 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
○○年度において下記のとおり事業を実施したいので、畜産振興事業補助実施要綱

第 5 条第 1 項の規定により補助事業の選定の申請をいたします。また、選定のうえはこ

の補助事業に係る補助金  千円の交付方よろしくお願いいたします。 
なお、補助金の交付の決定のうえは、同要綱の各規定及び特に付された条件等に

したがって補助事業を実施することを誓約いたします。 
 

記 
 

1 事業実施主体の内容 
(1) 設立年月日          年 月 日 
(2) 組合又は会の区域 
(3) 組合員又は会員数   ( 年 月 日現在) 

 
2 補助事業名 
 
3 補助事業に要する経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に 

要する経費 

補  助  金 自己

資金
借入金 

寄付 

その他 

借入金の 

担保状況 
備考

協 会 (都道府県)  

 円 

 

千円 円 円 円 円 円  

  
 

    

計 
 
 

    

 
4 補助事業の実施場所 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業
(1) 地域畜産支援指導等体制強化 
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事業別選定申請書 C-2-1 
 

 
 
 
5 補助事業を必要とする理由 

(1) 補助を必要とする理由 
 

(2) 補助事業に関する事業の実施状況と今後の事業計画目標 
① 管内の飼養頭羽数 

畜種 
○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 

備 考 戸

数 
飼養頭羽数 
(頭・千羽) 

戸

数 
飼養頭羽数

(頭・千羽) 
戸

数

飼養頭羽数

(頭・千羽) 
戸

数

飼養頭羽数 
(頭・千羽) 

肉用牛          

乳用牛         H○未調査(乳用牛) 

豚         H○未調査(豚) 

採卵鶏         計画目標未策定 

(採卵・肉用鶏) 肉用鶏         

合 計  －  －  ―  －  

 
② 畜産経営の支援体制の強化を図るための事業 

区 分 

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 

戸数(員) 従事日数 戸数(員) 従事日数 戸数(員) 従事日数 戸数(員) 従事日数

 増減率  増減率 増減率 増減率 増減率 増減率  増減率 増減率

総括畜産 

コンサルタント 

 ―  ―        

畜産 

コンサルタント 

 ―  ―        

非常勤畜産 

コンサルタント 

 ―  ―        

相談員  ―  ―        

指導件数  ―  ―        

派遣件数  ―  ―        

  ―  ―        

 
③ 地域畜産の活性化、安全かつ安定的な食の提供に資するための事業 

区 

分 

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 

回
数 

(

件) 

開
催
日
数 

(

作
成
部
数) 

参
加
者 

 回
数 

(

件) 

開
催
日
数 

(

作
成
部
数) 

参
加
者 

 回
数 

(

件) 

開
催
日
数 

(

作
成
部
数) 

参
加
者 

 回
数 

(

件) 

開
催
日
数 

(

作
成
部
数) 

参
加
者 

 

増
減
率

増
減
率

増
減
率

増
減
率

    －             

    －             

    －             

 

Ⅱ 畜産経営技術指導事業
(1) 地域畜産支援指導等体制強化 

都道府県の支援を受ける事業実施主体用 
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④ 馬事普及啓発の推進体制の強化を図る事業 

区 分 

平成○年度 平成○年度 平成○年度 平成○年度 

回数 

(件) 

対象者数 回数

(件)

対象者数 回数

(件)

対象者数 回数 

(件) 

対象者数 

 増減率  増減率 増減率  増減率 

      

     

      

      

      

 
6 補助事業の完了予定期日    年 月 日 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 

事業区分 
具体的な事業の内容 

(回数、実施時期、日数、員数等を記載のこと) 

ア 畜産経営の支援体制の強化を図る事業 
 

イ 
地域畜産の活性化、安全かつ安定的な食の 

提供に資するための事業 

 

ウ 馬事普及啓発の推進体制の強化を図る事業 
 

(注) 補助事業の要件に掲げる事業ごとに記載すること。 

 
8 補助事業の内容及び所要経費 

事 業 区 分 数量 単価 事業費 内 訳 
  
  
  
  
  
  

(注 1) 上記 7 の実施計画に掲げる事業ごとの所要経費について、業務費と技術料をあらかじめ区分のうえ、その明細

を記入すること。 
(注 2) 単価については、「○○年度 畜産振興補助事業標準単価表」の金額を適用し、単価表に記載のない単価につ

いては、実勢価格を適用すること。 

 
9 補助金振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類 (別掲)  
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事業別選定申請書 C-2-2 
 
 

 
 
 
 
 
5 補助事業を必要とする理由 

(1) 補助を必要とする理由 
(2) 補助事業に関する事業の実施状況と今後の事業計画目標 

(注)補助事業の要件に掲げる事業ごとに記載すること。 

 
 
 
6 補助事業の完了期日    年 月 日 
 
7 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 

事業区分 具体的な事業の内容(回数、実施時期、日数、員数等を記載のこと)

 

 

(注)補助事業の要件に掲げる事業ごとに記載すること。 

 
8 補助事業の内容及び所要経費 

事 業 区 分 数量 単価 事業費 内 訳 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(注) 上記 7 の実施計画に掲げる事業の所要経費を事業ごとに記載すること。 

  
9 補助金の振込先予定金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○○   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 

 
10 添付書類(別掲)

Ⅱ 畜産経営技術指導事業
(1) 地域畜産支援指導等体制強化 

都道府県の支援を受けない事業実施主体用 
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別掲(添付書類) 
 

(1)全事業に共通して必要なもの 
ア 畜産振興事業補助実施要綱第 2 条第 3 項第 1 号(ただし、特定非営利活動法人は

除く。)、第 3 号から第 5 号に掲げる団体にあっては、 定款(寄附行為を含む。)、最新

の決算報告書並びに事業計画書、収支予算書、役員名簿、会員名簿、出資賦課状況

を明らかにした書類、当該補助事業の仕組みが明らかとなるチャート図、補助事業の

選定の申請をする者の消費税及び地方消費税の納税対応状況を明らかにした書類、

当該補助事業に係る担当者名簿(当該補助事業年度において技術料を補助の対象と

する事業にあっては、当該補助事業に係る技術料調書[個人別従事計画])、都道府県

の区域内を事業地区とする団体にあっては、補助事業の選定の申請をする者の所在

地、補助事業の実施場所、補助事業の範囲、受益区域を明らかにした地図 
 
イ 畜産振興事業補助実施要綱第 2 条第 3 項第 2 号に掲げる団体にあっては、補助事

業の選定の申請をする者の所在地、補助事業の実施場所、補助事業の範囲、受益区

域を明らかにした地図、当該補助事業の仕組みが明らかとなるチャート図、補助事業

の選定の申請をする者の消費税及び地方消費税の納税対応状況を明らかにした書類、

当該補助事業に係る担当者名簿(当該補助事業年度において技術料を補助の対象と

する事業にあっては、当該補助事業に係る技術料調書[個人別従事計画]) 
 
ウ 畜産振興事業補助実施要綱第 2 条第 3 項第 1 号の特定非営利活動法人及び第 7

号に掲げる団体にあっては、定款(規約及び寄附行為を含む。)、最新の決算報告書

並びに事業計画書、収支予算書、役員名簿、会員名簿、出資賦課状況を明らかにし

た書類、当該補助事業の仕組みが明らかとなるチャート図、補助事業の選定の申請を

する者の消費税及び地方消費税の納税対応状況を明らかにした書類、当該補助事業

に係る担当者名簿(当該補助事業年度において技術料を補助の対象とする事業にあ

っては、当該補助事業に係る技術料調書[個人別従事計画])、都道府県の区域内を事

業地区とする団体にあっては、補助事業の選定の申請をする者の所在地、補助事業

の実施場所、補助事業の範囲、受益区域を明らかにした地図 
 
 

(2)事業ごとに必要なもの 
ア 施設設置に必要なもの 

〔共通して必要なもの〕 
a 他の都道府県で補助事業を実施しようとする場合は、当該都道府県知事の了解

を得たことが明らかとなる書類の写し 
b 建物、構築物、機械器具及び設備の配置図 
c 建物及び構築物の平面図及び立面図並びに経費見積書 
d 機械器具及び設備の見積書、カタログ又は設計図 
e 土地確保を証する書類 
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f 家畜のふん尿処理を伴う施設を設置する事業にあっては、(a)補助事業の実施場

所を所轄する市町村長又は付近住民で組織する団体等の施設設置に関する同

意書の写し、(b)ふん尿を農家等との契約により土地還元する場合は、契約書の写

し、(c)浄化処理の場合は、浄化施設の能力、処理過程及び水の確保が明らかと

なる書類、(d)乾燥又は焼却の場合は、乾燥(焼却)機の能力及び処理過程が明ら

かとなる書類 
g 汚水浄化施設を設置する事業にあっては、(a)補助事業の実施場所を所轄する市

町村長又は付近住民で組織する団体等の施設設置に関する同意書の写し、(b)
余剰汚泥等を農家等との契約により土地還元する場合は、契約書の写し、(c)汚水

浄化施設の能力、処理過程及び水の確保が明らかとなる書類、(d)乾燥又は焼却

の場合は、乾燥(焼却)機の能力及び処理過程が明らかとなる書類 
 
イ 施設設置以外に必要なもの 

(ア) Ⅰ 馬の改良増殖推進事業 
〔(1) 登録推進に必要なもの〕 

a 給与規程、就業規則及び旅費規程 
b 備品(単価 10,000 円以上のもの)の見積書及びカタログ 

〔(2) 種雄馬の導入に必要なもの〕 
種雄馬管理規程 

〔(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 ① 奨励金交付事業に必要なもの〕 
a 都道府県の馬産振興計画 
b 繁殖奨励金交付規程(当該年から起算して 3 箇年間の繁殖種雌馬の供用義

務を科す規定を盛り込んだもの) 
c 飼養者が作成した当該年度から 3 箇年間の農用種雌馬飼養計画書 
d 飼養者が作成した農用種雌馬飼養台帳 
e 繁殖奨励金交付予定一覧表(飼養者の氏名・住所並びに対象馬の品種、名

号、生年月日、導入予定年月日及び奨励金額を記載したもの 
〔(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 ② 導入貸付事業に必要なもの〕 

a 都道府県馬産振興計画書 
b 貸付規程(貸付目的、借受者の資格、貸付期間、繁殖成績の報告義務) 
c 貸付計画一覧表(貸付予定飼養者の氏名・住所、貸付馬予定頭数が明らかな

もの) 
d 飼養者が作成した当該年度から 3 箇年間の農用種雌馬飼養計画書 
e 飼養者が作成した農用種雌馬飼養台帳 

〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ① 優良種雄馬繁殖奨励に必要なもの〕 
〔種付奨励〕 

a 種付奨励金交付規程(奨励金を交付する場合) 
b 種雄馬種付状況一覧表(対象馬の品種、名号、生年月日、繁殖登録年月

日・番号、種付見込頭数及び種付料並びに飼養者の氏名・住所、対象馬の

所有者名を記載したもの) 
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c 種畜証明書の写し 
〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ② 子馬生産奨励に必要なもの〕 

〔生産奨励〕 
生産奨励金交付規程 

〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ③ 改良促進奨励に必要なもの〕 
〔改良促進奨励〕 

a 優良種雄馬改良促進奨励金交付規程 
b 優良種雌馬改良促進奨励金交付規程 

〔保留奨励〕 
優良種雌馬保留奨励金交付規程 

〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ④ 生産技術指導に必要なもの〕 
a 指導奨励金の交付に係る規程 
b 指導奨励金の交付を受ける者(以下｢指導団体｣という。)ごとに実施予定地区

が明らかとなる一覧表 
 

(イ)Ⅱ 畜産経営技術指導事業 
〔(1)地域畜産支援指導等体制強化に必要なもの〕 

a 給与規程、就業規則及び旅費規程 
b 備品(単価 10,000 円以上のもの)の見積書及びカタログ 
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様式第 2 号 
○○年度畜産振興補助事業変更承認申請書 

 
  年  月  日  

 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
  年 月 日付け  地全協補第  号をもって補助金の交付の決定の通知がありまし

た補助事業については、下記のとおり事業の内容を変更したいので、承認されたく畜産

振興事業補助実施要綱第 7 条第 2 号の規定により申請します。 
 

記 
 
1 補助事業名 
 
2 補助事業に要する経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に

要する経費

補  助  金 自己 
資金 

借入金
寄付 

その他 
借入金の 
担保状況 

備考 
協 会 (都道府県)  

 円 千円 円 円 円 円 円 
 

      

計      

 
3 変更する理由 
 
4 変更する内容 

(1) 指定したものの数量の 2 割を超えるもの 
区 分 名   称 数量(面積、長さ、頭数、回数、人数等) 
変更前   
変更後   

 
(2) 補助事業の実施場所  

区 分 補助事業の実施場所 市街化区域内外の別 土地・施設確保の状況

変更前    
変更後    

 
(3) 指定したものの主要構造の変更 

区 分 名    称 構            造 
変更前   
変更後   
(注) 内容は(1)～(3)に該当するもののみを記載すること。 

 
5 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施計画 
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6 補助事業の内容及び所要経費 
 
7 添付書類 

補助事業選定申請書に添付したもので、その後変更のあったものについては変更後

の書類又は図面 
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様式第 3 号 
○○年度畜産振興補助事業延期承認申請書 

 
  年  月  日  

 
地方競馬全国協会理事長  ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
  年 月 日付け 地全協補第 号をもって補助金の交付の決定の通知がありました補

助事業について下記の理由により、予定の期間内に完了の見込みがないので、完了期日

の延期を承認されたく畜産振興事業補助実施要綱第 7 条第 3 号の規定により申請します。 
 

記 
 
1 補助事業名 
 
2 延期する理由 
 
3 延期後の完了年月日     年 月 日 
 
4 補助事業の内容、所要経費及び延期期間 

区 

分 
名 称 金 額 

延期期間 当初完了月日迄の

見込み事業量 (%) 9.30    12.31    3.31    6.30     9.30 

          

          

          

          

 
5 添付書類 

(ア) 施設設置事業にあっては、施工者の作成した施設ごとの延期承認申請書提出時に

おける工事別出来高が明らかとなる書類 
 
(イ) 今後の遂行計画書(工程表) 
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様式第 4 号 
○○年度畜産振興補助事業中止(廃止)報告書 

 
 年 月 日  

 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
  年 月 日付け  地全協補第  号をもって補助金の交付の決定の通知がありました

補助事業については、下記の事由により中止(廃止)のやむなきに至りましたので、畜産振

興事業補助実施要綱第 7 条第 5 号の規定により報告します。 
 

記 
1 補助事業名 
 
2 補助事業に要する経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に

要する経費

補  助  金 自己 
資金 

借入金
寄付 

その他 
借入金の 
担保状況 

備考
協会 (都道府県)  

 円 千円 円 円 円 円 円 
 

      

計      

 
3 中止(廃止)の理由 
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様式第 5 号 
○○年度畜産振興補助事業廃用処分承認申請書 

 
 年 月 日 

 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 
 

〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
  年 月 日付け  地全協補第  号をもって確定(交付決定)通知のありました補助事

業により取得した財産について、下記のとおり廃用処分をしたいので、承認されたく畜産振

興事業補助実施要綱第 7 条第 6 号の規定により申請します。 
 

記 
 
1 補助事業名 
 
2 補助事業に要した(要する)経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に 

要した(要する)
経費 

補助対象 
事業費 

補  助  金 自己

資金
借入金 

寄付 
その他 

借入金の 
担保状況 

備考 
協会 (都道府県)  

 円 円 千円 円 円 円 円 円 
 

     
 

  

計       

 
3 廃用処分する理由 
 
4 廃用処分の内容 

(1) 処分しようとする財産 
(2) 処分の方法 

 
5 処分後の補助事業に関連する事業の実施計画 
 
6 添付書類 

(1) 廃用処分に係る事業実施主体の総会又は役員会議事録の写し 
(2) 当該財産の廃用処分承認申請時の簿価が明らかとなる書類 
(3) 家畜を廃用する場合にあっては、獣医師の診断書の写し 
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様式第 6 号 
○○年度畜産振興補助事業完了報告書 

 
 年 月 日  

 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
  年 月 日付け  地全協補第  号による補助金の交付の決定の通知(  年 月 

日付け  地全協補第  号による変更承認通知)に基づいて下記のとおり事業を完了しま

したので、畜産振興事業補助実施要綱第 12 条第 1 項の規定により報告します。 
なお、併せて精算額  千円の交付を請求します。 

 
記 

 
1 補助事業名 
 
2 補助事業に要した経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に 
要した経費 

補助対象 
事業費 

補  助  金 自己 
資金 

借入金 
寄付 

その他 
借入金の

担保状況
備考

協会 (都道府県)  
 (円) (円) (千円) (円) (円) (円) (円) 

 
(円) 

 円 円 千円 円 円 円 円 
 

円   

計      
(注) 上段の( )には当該補助事業年度における交付の決定額を、下段には実績額をそれぞれ記入すること。 

 
3 補助事業の実施場所 

区分 補助事業の実施場所 備  考 
   
   
   

 
4 補助事業を完了した期日   年 月 日 
 
5 補助事業及び補助事業に関連する事業の実施状況 

(注) 選定申請書の様式を参考にして記載すること。 

 
6 補助事業の内容及び所要経費 

(注) 交付決定通知内容を参考に、備考欄には支出内容等を具体的且つ詳細に記載すること。 

 
7 補助金振込先金融機関名 

金融機関名○○○(金融機関コード)   ○○○支店(支店コード○○○○) 
普通・当座 口座   № ○○○○号   口座名義  ○○○○○○(フリガナ) 
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8 添付書類 
(1) 全事業に共通して必要なもの 

ア 補助事業選定申請書又は変更承認申請書の添付書類で、その後変更したもの 
イ 完了報告書の提出にあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額

を補助金額から減額して報告する場合には、その積算の内訳等が明らかとなる書類 
ウ 当該補助事業に係る担当者名簿(当該補助事業年度において技術料を補助の対

象とした事業にあっては、技術料調書[個人別従事実績]) 
 
(2) 事業ごとに必要なもの 

ア 施設設置に必要なもの 
(ア) 建物、構築物、機械器具及び設備の完成後の配置図 
(イ) 建物及び構築物の完成後の平面図及び立面図 
(ウ) 領収書(未払分については請求書)の写し 
(エ) 完成後の概観及び構造の概況が明らかとなるカラー写真 

イ 施設設置以外に必要なもの 
(ア) Ⅰ 馬の改良増殖推進事業 

〔(1) 登録推進に必要なもの〕 
a 補助事業により取得した備品(単価10,000円以上のもの)の領収書(未払分に

ついては請求書)の写し及びカラー写真 
b 補助事業により作成した印刷物 

〔(2) 種雄馬の導入に必要なもの〕 
a 1 頭ごとのカラー写真 
b 1 頭ごとの金額が明らかとなる領収書(未払分については請求書)の写し 
c 精液検査証明書の写し 
d 公益社団法人日本馬事協会が発行する種馬登録証明書の写し(地方競馬全

国協会の馬登録を受けた馬にあっては、その登録が抹消されていること) 
〔(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 ① 奨励金交付事業に必要なもの〕 

a 繁殖奨励金交付一覧表(飼養者の氏名・住所並びに対象馬の品種、名号、

生年月日、血統登録及び繁殖登録年月日・番号、導入年月日(導入の場合に

記入)及び奨励金額を記載したもの) 
b 飼養者が作成した農用種雌馬飼養台帳 
c 公益社団法人日本馬事協会が発行する種馬登録証明書の写し(地方競馬全

国協会の馬登録を受けた馬にあっては、その登録が抹消されていること) 
〔(3) 農用種雌馬の改良増殖推進 ② 導入貸付事業に必要なもの〕 

a 導入貸付馬一覧表(飼養者の氏名・住所及び対象馬の品種、名号、生年月

日、血統登録及び繁殖登録年月日・番号、導入年月日、貸付開始年月日、導

入価格等を記載したもの) 
b 飼養者が作成した農用種雌馬飼養台帳 
c 公益社団法人日本馬事協会が発行する種馬登録証明書の写し(地方競馬全

国協会の馬登録を受けた馬にあっては、その登録が抹消されていること) 
〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ① 優良種雄馬繁殖奨励に必要なもの〕 

a 種雄馬種付状況一覧表(対象馬の品種、名号、生年月日、繁殖登録年月日・

番号、種付頭数及び種付料並びに飼養者の氏名・住所、対象馬の所有者名

を記載したもの) 
b 種付台帳の写し 

〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ② 子馬生産奨励に必要なもの〕 
a 飼養者別生産状況一覧表(飼養者の氏名・住所並びに対象馬の品種、名号、

生年月日、血統登録年月日・番号及び奨励金額を記載したもの) 
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b 公益社団法人日本馬事協会が発行する種馬登録証明書の写し 
〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ③ 改良促進奨励に必要なもの〕 

〔種雄馬改良促進奨励〕 
〔種雌馬改良促進奨励〕 

奨励金交付一覧表(対象馬の品種、名号、生年月日、合格産駒の名号、飼

養者の氏名・住所及び奨励金額を記載したもの) 
〔保留奨励〕 

a 奨励金交付一覧表(対象馬の品種、名号、競走馬名、最終出走年月日・競

走番号、産駒の競走馬名、初出走年月日・競走番号、飼養者の氏名・住所

及び奨励金額を記載したもの) 
b 公益社団法人日本馬事協会が発行する種雌馬の種馬登録証明書の写し 
c 公益社団法人日本馬事協会が発行する産駒の種馬登録証明書の写し 

〔(4) 農用馬の繁殖奨励 ④ 生産技術指導に必要なもの〕 
指導団体ごとに実施地区ごとの所要経費が明らかとなる一覧表 

 
(イ) Ⅱ 畜産経営技術指導事業 

〔(1) 地域畜産支援指導等体制強化に必要なもの〕 
a 補助事業により取得した備品(単価10,000円以上のもの)の領収書(未払分に

ついては請求書)の写し及びカラー写真 
b 補助事業により作成した印刷物 
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様式第 7 号 
○○年度畜産振興補助事業個別評価結果等報告書 

 
 年 月 日 

 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 

 
〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
○○年度に実施した畜産振興補助事業(事業名)について、下記により事業の実施状

況等を評価したので、畜産振興事業補助実施要綱第 12 条第 2 項の規定により報告し

ます。 
 

記 
 
1 補助事業名 
 
2 事業実施主体等 (間接補助事業者を含む) 
 
3 事業の実施期間  ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 
 
4 事業の概要 (事業の計画、事業目標、意義等を記載) 

(注) 選定申請書及び完了報告書の内容と整合性を図り、記載すること。 

 
5 事業の評価 (必要性、効率性、有効性等を具体的に記載) 

事 業 区 分 実施計画 
直接目標 

(アウトプット) 
成果目標 

(アウトカム) 

   
 
 
 

(注) 選定申請書に記載した当該計画目標に対するアウトプット(直接目標：計画目標に対する直接の結果)及びアウ

トカム(成果目標：直接目標の達成からフィードバックされる間接の成果)が明らかとなるよう記載すること。 

 
6 事業の支障となっている事項及び改善事項 

事 業 区 分 支障となっている事項 具体的な改善策 

  
 
 

 
7 都道府県又は中央団体による意見 

(注) 当該補助事業の実施状況を踏まえ、都道府県又は中央団体の見解(評価)を記載すること。 

 
8 特記事項 

(注) 上記 4～6 に記載した以外の事項について、特に記載すべき事項がある場合にのみ記載すること。 

 
9 添付書類 (報告上必要となる書類は、添付すること) 
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様式第 8 号 
 

○○年度畜産振興補助事業仕入れに係る消費税等相当額報告書 
 

 年 月 日 
 

地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 
 

〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
○○年○○月○○日付け○○地全協補第○○号をもって交付の決定の通知(○○年○○月○○日

付け○○地全協補第○○号による変更承認通知)のありました補助事業に係る補助金につ

いて、畜産振興事業補助実施要綱第 12 条第 4 項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 
(なお、併せて補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額○,○○○円を返還します。(返

還がある場合、記載すること)) 
記 

 
1 補助事業名 
 
2 畜産振興事業補助実施要綱第 13 条の補助金の額の確定額 

(○○年○○月○○日付け○○地全協補第○○号による額の確定通知額) 
 

円

3 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額・・・A 
 

円

4 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額・・・B 
 円

5 補助金返還相当額・・・(B－A) 
 

円

6 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合、その

状況を記載 

7 当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合、その理由を記載 
 
8 添付書類   上記 4、6 及び 7 の内訳等が明らかとなる書類 
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様式第 9 号 
○○年度畜産振興補助事業財産処分承認申請書 

 年 月 日 
 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 
 

〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
○○年○○月○○日付け○○地全協補第○○号をもって確定(交付の決定)通知のありました補

助事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、承認されたく畜産振

興事業補助実施要綱第 18 条第 2 項の規定により申請します。 
 

記 
 
1 補助事業名 
 
2 補助事業に要した(する)経費の配分及び負担区分 

区分 

補助事業に 

要した(する) 

経費 

補助対象 

事業費 

補  助  金 
自己

資金

借入

金 

寄付 

その他 

借入金の

担保状況
備考

協会 (都道府県)  

 円 円 千円 円 円 円 円 円 
 

   
 

  

計     

 
3 財産処分する理由 
 
4 財産処分の内容 

(1) 処分しようとする財産 
(2) 処分の方法 

 
5 処分後の補助事業に関連する事業の実施計画 
 
6 添付書類 

(1) 財産処分に係る事業実施主体の総会又は役員会議事録の写し 
(2) 当該財産の財産処分承認申請時の簿価が明らかとなる書類 
(3) 譲渡又は交換する場合にあっては、譲渡又は交換を受ける者が協会に対して要綱の

規定及び交付の決定の条件にしたがって財産を使用する旨を明記した誓約書 
(4) 貸付けする場合にあっては、借受者が貸付者に対して当該財産を当初の目的どおり

使用する旨を明記した誓約書の写し 
(5) 担保に供する場合にあっては、借入金の使用目的、借入先、借入の条件及び返済計

画を明記した書類 
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様式第 10 号 
○○年度畜産振興補助事業滅失報告書 

○○年○○月○○日 
 
地方競馬全国協会理事長 ○○○○ 殿 
 

〒 所 在 地 
( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
名  称 
代表者氏名             印 

 
○○年○○月○○日付け○○地全協補第○○号をもって確定(交付の決定)通知のありました

補助事業により取得した財産について、下記のとおり滅失したので、畜産振興事業補助

実施要綱第 19 条第 2 項の規定により報告します。 
 

記 
1 補助事業名 
 
2 補助事業に要した(する)経費の配分及び負担区分 

区分 
補助事業に

要した(する)
経費 

補助対象 
事業費 

補  助  金 自己

資金
借入金 

寄付 
その他 

借入金の 
担保状況

備考
協会 (都道府県)  

 円 円 千円 円 円 円 円 円 

     

計     

 
3 滅失した財産 
 
4 滅失した理由 
 
5 滅失後の補助事業に関連する事業の実施計画 
 
6 添付書類 

(1) 当該財産の滅失時の簿価が明らかとなる書類 
(2) 家畜を滅失した場合にあっては、獣医師が作成した検案書の写し 

 


